
　
親
子
連
れ
優
先
の
ス
ペ
ー
ス
で
す
。

親
子
で
遊
び
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

と
き　
月
～
金
曜 

午
前
10
時
～
午
後

3
時（
祝
日
は
除
く
）

※
初
回
に
登
録
が
必
要
で
す
。

※
利
用
方
法
は
児
童
セ
ン
タ
ー
に
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

言
葉
の
遅
れ
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
心
配
な
ど
、育
児
の
悩
み

を
臨
床
心
理
士
に
相
談
で
き
ま
す
。

と
き　
1
月
5
日（
金
）午
前
10
時
～

正
午

と
こ
ろ　
児
童
セ
ン
タ
ー
内

相
談
員　
臨
床
心
理
士 

松
本 

敬
子 

氏

※
当
日
受
付

◉
凧
揚
げ
を
し
ま
し
ょ
う

と
き　
1
月
11
日（
木
）午
前
11
時
15
分
～

と
こ
ろ　

児
童
セ
ン
タ
ー 

多
目
的

ホ
ー
ル

対
象　
就
園
前
の
子
ど
も
と
保
護
者

受
付
方
法　
1
月
5
日（
金
）午
前
10

時
か
ら
セ
ン
タ
ー
に
直
接
ま
た
は
電

話
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
教
室

み
ん
な
で
カ
ノ
ン

　
リ
ト
ミ
ッ
ク
を
通
し
て
友
だ
ち
と

の
集
団
遊
び
を
経
験
し
た
り
、入
園

前
最
後
に
親
子
で
た
っ
ぷ
り
触
れ
合

い
遊
び
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

と
き　
1
月
31
日
・
2
月
14
・
21
・
28

日
・
3
月
13
日（
全
5
回
・
全
水
曜
）

午
前
10
時
～
10
時
40
分

と
こ
ろ　

児
童
セ
ン
タ
ー 

多
目
的

ホ
ー
ル

対
象　
令
和
２
年
４
月
２
日
～
令
和

３
年
9
月
30
日
生
ま
れ
の
子
ど
も

※
下
の
お
子
さ
ん
が
い
る
場
合
の
託

児
に
関
し
て
は
、お
申
し
込
み
の

際
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

講
師　
三
宅 

実
名
子 

氏

定
員　
15
組　

参
加
費　
１
５
０
０
円

受
付
方
法　
1
月
10
日（
水
）午
前
10

時
30
分
か
ら
セ
ン
タ
ー
に
直
接
ま
た

は
電
話
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

※
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
の
行
事
に

つ
い
て
は
、本
町
社
会
福
祉
協
議

会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
お
よ
び
支
援
セ

ン
タ
ー
だ
よ
り
に
て
お
知
ら
せ
し

て
い
ま
す
。

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
編
み
を
し
よ
う

☆
　
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
利
用
し
て
編
み

物
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

と
き　
1
月
20
日（
土
）午
後
1
時
30
分

～
2
時
30
分

と
こ
ろ　
児
童
セ
ン
タ
ー　
図
書
室

定
員　
小
学
生
5
名

参
加
費　
無
料

受
付
方
法　
1
月
15
日（
月
）午
後
4
時

か
ら
セ
ン
タ
ー
に
直
接
ま
た
は
電
話
に

て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

こ
こ
ま
で
の
問
合
せ
先

　
児
童
セ
ン
タ
ー

（
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー 

３
階
）

　
☎（
４
４
１
）１
７
８
１

※ 

小
学
生
未
満
の
お
子
さ
ん
は
保
護

者
の
方
が
必
ず
付
き
添
っ
て
く
だ

さ
い
。

と
き　
1
月
10
日（
水
）午
前
10
時
～

正
午

と
こ
ろ　
公
民
館
2
階 

和
室

対
象　
就
園
前
の
子
ど
も
と
保
護
者

内
容　
読
み
聞
か
せ
、お
誕
生
日
会
、

親
子
遊
び
な
ど

※
申
し
込
み
不
要
・
時
間
内
出
入
り

自
由

※
子
育
て
ほ
っ
と
サ
ロ
ン
は
、子
育

て
支
援
団
体「
エ
ン
ジ
ェ
ル
ハ
ウ

ス
」が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
企
画
・

運
営
し
、民
生
委
員
・
児
童
委
員

も
お
手
伝
い
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ
先　
役
場 

子
育
て
支
援
課

　
内
線
１
４
１

は
る
っ
こ
ル
ー
ム

こ
ど
も
の
育
ち
何
で
も
相
談

な
か
よ
し
広
場

子
育
て
支
援
事
業

子
育
て
ほ
っ
と
サ
ロ
ン

子育て支援センター「はるっこ」事業子育て支援センター「はるっこ」事業
☆ 　  児童センター　小学生対象事業
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子
育
て
親
子
の
交
流
を
行
う
場
、

小
学
生
の
帰
宅
後
の
遊
び
場
と
し
て

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

利
用
時
間　
午
前
10
時
～
午
後
6
時

※
正
午
～
午
後
1
時
除
く

休
館
日　

土
日
、祝
日
お
よ
び
年
末

年
始

※
駐
車
場
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、徒

歩
ま
た
は
自
転
車
で
お
越
し
く
だ

さ
い
。

問
合
せ
先　
は
る
っ
子
ハ
ウ
ス

　
☎（
７
４
７
）１
０
６
７

遺
児
手
当
支
払
に
つ
い
て

　
1
月
は
遺
児
手
当
の
支
給
月
で
す
。

　
1
月
24
日（
水
）に
入
金
予
定
で
す

の
で
、通
帳
記
帳
に
よ
り
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

問
合
せ
先　
役
場 

子
育
て
支
援
課

　
内
線
１
４
１

「
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別

給
付
金（
ひ
と
り
親
世
帯
以
外

分
）」の
申
請
受
付

　

国
制
度
に
よ
る「
子
育
て
世
帯
生

活
支
援
特
別
給
付
金
」の
申
請
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
。詳
細
は
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

対
象　

❶
令
和
4
年
度
子
育
て
世
帯
生
活
支

援
特
別
給
付
金（
ひ
と
り
親
世
帯
以

外
分
）を
本
町
で
受
給
し
た
方

❷
平
成
17
年
4
月
2
日
か
ら
令
和
6

年
2
月
29
日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ

た
児
童
を
養
育
し
て
い
る
父
母
等

で
、物
価
高
騰
等
の
影
響
を
受
け

て
令
和
5
年
1
月
以
降
の
収
入
が

急
変
し
、令
和
5
年
度
の
住
民
税

が
非
課
税
相
当
の
方（
家
計
急
変

者
）

※
❶
の
対
象
者
は
支
給
済
み
で
す
。

※
ひ
と
り
親
世
帯
分
を
受
給
済
み
の

児
童
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

支
給
額　
児
童
1
人
に
つ
き
5
万
円

申
請
期
限　
2
月
29
日（
木
）

申
請
・
問
合
せ
先　

役
場 

子
育
て

支
援
課　
内
線
１
６
７

施
設
等
利
用
費
請
求
書
等

の
提
出
に
つ
い
て

　

幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に
よ

り
、施
設
等
利
用
給
付
認
定
を
受
け

た
子
ど
も
の
保
護
者
の
方
は
、償
還

払
い
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象

❶
施
設
等
利
用
給
付

保
育
の
必
要
性
の
認
定（
保
護
者

の
就
労
月
64
時
間
以
上
な
ど
）を

受
け
て
、預
か
り
保
育
、認
可
外
保

育
施
設
、一
時
預
か
り
事
業
、病
児

保
育
事
業
、フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
の
い
ず
れ
か
を
利
用

さ
れ
た
子
ど
も
の
保
護
者

※
在
籍
園
に
よ
り
対
象
事
業
は
異
な

り
ま
す
。

❷
副
食
費
の
施
設
に
よ
る
徴
収
に
係

る
補
足
給
付
費

年
収
３
６
０
万
円
未
満
相
当
世
帯

お
よ
び
小
学
3
年
生
か
ら
数
え
て

第
3
子
以
降
の
子
ど
も
の
保
護
者

受
付
期
間　
1
月
4
日（
木
）～
31
日（
水
）

※
令
和
5
年
12
月
分
ま
で
の
領
収
書

を
お
持
ち
の
方
は
お
早
め
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
合
せ
先　

役
場 

子
育
て

支
援
課　
内
線
１
６
７

　
子
ど
も
の
送
迎
・
預
か
り
を
お
願

い
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

対
象　
生
後
4
カ
月
か
ら
小
学
6
年

生
ま
で
の
子
ど
も
が
い
る
大
治
町

内
、あ
ま
市
内
在
住
・
在
勤
の
方

※
登
録
説
明
会
に
参
加
が
必
要

◉
登
録
説
明
会

と
き　
１
月
24
日（
水
）午
前
10
時
～

11
時
30
分

と
こ
ろ　
あ
ま
市
甚
目
寺
公
民
館

定
員　
10
名

※
無
料
託
児
あ
り（
要
予
約
）

・
生
後
４
カ
月
か
ら
未
就
学
児
ま
で

・
説
明
会
の
８
日
前
に
締
め
切
り

申
込
方
法　
説
明
会
の
３
日
前
ま
で

に
電
話
か
※
メ
ー
ル
で
申
し
込
み

※
件
名「
説
明
会
申
込
み
」、本
文「
氏

名
、電
話
番
号
、参
加
日
、託
児
の

有
無（
有
の
場
合
は
名
前
、よ
み
が

な
、生
年
月
日
）」

問
合
せ
先　
あ
ま
っ
子
は
る
っ
子

ふ
ぁ
み
さ
ぽ
セ
ン
タ
ー
事
務
局

　
☎（
４
６
２
）０
１
５
０

 am
a-harufam

isapo

　

@
clovernet.ne.jp

子
ど
も
子
育
て
支
援
拠
点
施
設

は
る
っ
子
ハ
ウ
ス

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
依
頼
会
員
募
集
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問合せ先　役場　企画政策課　内線163

詳細は町ホームページを
ご覧いただくか、
お問合せください。

大治町ホームページに
バナー広告を掲載しませんか

https://www.town.oharu.aichi.jp/1275.htm

問合せ先　役場　企画政策課　内線163

詳細は町ホームページを
ご覧いただくか、
お問合せください。

大治町ホームページに
バナー広告を掲載しませんか

https://www.town.oharu.aichi.jp/1275.htm

問合せ先　役場　企画政策課　内線163
詳細は町ホームページをご覧いただくか、お問合せください。

大治町ホームページにバナー広告を
掲載しませんか

https://www.town.oharu.aichi.jp/1275.htm

1月の公民館ロビー展示

〈カレンダー展〉
　1月4日（木）～14日（日）
〈書き初め大会〉
　1月20日（土）～31日（水）

パ ネ ル 展 示

※日程は都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

●きり絵ゆうゆう

●婦人会
※20日は午後より観覧可能

相談・問合せ先
子ども応援本部　☎080（4338）3969
月～金曜（祝日・年末年始を除く）　午前9時30分～正午・午後1時～3時

　町では「子ども応援本部」を設置し、お子さんが元気いっぱい、笑顔いっぱいに
過ごせる居場所づくりのために、地域で活躍する団体と連携し、さまざまな学びの
場を提供できるような体制づくりを進めています。
　また、スクールカウンセラーや、ライフコンダクターなどの専門的知識をもった人
材が、お子さんの学校での学習活動や日常生活を支えています。不登校や就学、
お子さんの発達のこと、心の悩みなどについて、どうぞお気軽にご相談ください。

子 ど も 応 援 本 部 ってなぁに？
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一時保育をご利用ください
　保護者や同居の親族の方が仕事や病気などのため、一時的にお子さんを家庭で保育できないと
きにお預かりするものです。
対象児童　町内在住で認可保育所に在籍していない満1歳以上の未就学児童 
利用時間等　月〜金曜（祝日、年末年始、その他施設の休業日を除く。）
実施施設　

施設名 幼保連携型認定こども園
大治幼稚園 大治東保育園

所在地 西條土井ノ池35の2 北間島屋敷94

電話番号 （442）0385 （441）3114

保育時間 午前8時30分～午後4時30分 午前9時～午後4時

利用方法　 利用については、事前に各施設にお尋ねください。離乳食が完了
していない場合やミルクを飲んでいる場合は対応できない場合
があります。

問合せ先　役場　子育て支援課　内線166




